
討議年月日：令和　　6年　　3月　21日

公表：令和　6年　3月29日 事業所名 ブロッサムジュニア久喜中央教室

チェック項目 はい いいえ 工夫している点
課題や改善すべき点を踏まえた

改善内容又は改善目標

1 利用定員が指導訓練室等スペースとの関係で適切である 〇

集団指導室での運動療育や自由遊びを行う際、安全が確保で
きるようパーテーションを使用し転倒時の怪我リスク軽減を
行っている。マットやラインマーカーを使用することで児童
のパーソナルスペースを視覚化することで安心して過ごせる
環境設定を行っている。年齢や活動内容によっては個別の部
屋にて取り組める環境を設定することでスペースの確保を
行っている。

誤飲に繋がる微細等の使用前後の個数管理や事
故に繋がらないように棚の上等の整理整頓を視
覚化し、常に児童が安全、衛生的な環境で楽し
く過ごせる状態を継続させていく。

2 職員の配置数は適切である 〇

作業療法士、保育士、理学療法士、心理士等の専門性を持っ
た職員に加え強度行動障害支援者の配置し、児童の発達に必
要となる多様な支援体制・職員配置を行っている。

前月の20日までに次月の予定を保護者様に入れ
ていただくことで、必要な人数の把握を事前に
行うことを継続していく。職員配置は、日案を
作成し個別の対応が必要な場合は状況に合わせ
て職員配置を増やす等の調整を行っていく。

3

生活空間は、本人にわかりやすく構造化された環境に
なっているか。また、障がいの特性に応じ、事業所の設
備等は、バリアフリー化や情報伝達等への配慮が適切に
なされている

〇

来所から降所までスムーズな教室利用ができるように、児童
に合わせた視覚補助等を取り入れて行っている。必要な情報
のみを取りいれやすくする為、多くの児童が集まる場所（玄
関まわり）提示の位置やタイミング等も配慮をしている。
玄関前の階段については、事前の介入が必要な児童に対して
職員が階段下までお迎えに行く等で対応を行っている。

安全面を十分に配慮し、個々が落ち着いて過ご
すことのできる環境設定を行っている。机や
パーテーションで動線を理解しやすいよう行っ
ていく。引き続き、児童に合わせての視覚補助
等もミーティングにて相談し行っていく。

4
生活空間は、清潔で、心地よく過ごせる環境になってい
るか。また、子ども達の活動に合わせた空間となってい
る

〇

活動内容や児童の特性に合わせた配慮ができるよう部屋を分
けて取り組む等で対応を行っている。児童たちも事前り理解
ができるよう可視化や声掛けにて取り組む場所を伝えてから
実施をしている。理解をした上で取り組むことができるよ
う、心がけて提供をしている。施設の清掃、整理整頓、消毒
等は確実に行い、エアコンや空気清浄機による空調管理、適
切な照明配置等、安全・衛生的で使いやすい空間としてい
る。

引き続き、安全と衛生面を重点におき、日々の
チェックリスト等とフローとして行うこと検討
し児童が安心して過ごしやすい空間作りを継続
させる。

5
業務改善を進めるためのPDCAサイクル（目標設定と振
り返り）に、広く職員が参画している

〇

引き続き、業務全般にPDCAサイクルの観点を取り入れ、よ
り良い取り組みと結果につながるよう進めている。支援に関
わるPDCAサイクルについては定期的に内部・外部研修等を
受けながら、日々の業務推進に役立てている。

今後も業務を進める当たっては、常に、目標設
定、進捗管理、評価、振り返りを重ね、PDCA
のサイクルによる業務管理を職員皆が身に付け
られるようツールを確立し行っていく。

6
保護者等向け評価表により、保護者等に対して事業所の
評価を実施するとともに、保護者等の意向等を把握し、
業務改善につなげている

〇

保護者様向け評価表によるご意向について改善すべき点があ
れば、問題点を真摯に捉え、改善案を提示し講じている。ま
た日々の送迎時、面談時でも保護者様のご意向を的確に把握
することを常に意識し、業務改善・推進に繋げている。

保護者様様からの率直なご意向を様々な場面で
承れるように、引き続き日々のサービス提供記
録出のやり取りや親御様との面談等でいただい
たご意向を常に把握し業務改善・推進につなげ
ていく。

7

事業所向け自己評価表及び保護者向け評価表の結果を踏
まえ、事業所として自己評価を行うとともに、その結果
による支援の質の評価及び改善の内容を、事業所の会報
やホームページ等で公開している

〇

事業所の自己評価については事業所のホームページで公開し
ている。

今後も事業所としての適切な自己評価を行い、
改善対応が必要な事項については、具体的な改
善策を講じていく。ホームページを通じて公開
し、よりよい事業所運営に務めていく。

8
第三者による外部評価を行い、評価結果を業務改善につ
なげている

〇

事業運営の推進と一層の改善が進むよう、療育に関わりがあ
り、専門性の高い知見者、医療や公的機関に所属されている
方を選定させていただき打診を始めている。

利用者の安心をより高め、外部からの信頼を向
上させる意味でも、第三者による外部評価の検
討を継続していく。

9
職員の資質の向上を行うために、研修の機会を確保して
いる

〇

療育支援のスキル向上と安定した業務運営のスキル全般の向
上を目的に、年間の研修計画を立て、療育スキルや発達支援
に関わる知識を得るための自立支援協議会、基幹支援セン
ター等の外部研修や本部SV研修、内部事例研修、心理職員
による職員間のコミュニケーション力向上を目指した研修、
また、業務運営に携わる上で重要となる事項について本部
SV研修、専門業者によるオンライン研修プログラム等の外
部研修を計画に沿って行っている。

言語聴覚士のニーズが高いが専門職がいない
為、引き続き外部講師や本部SV等との連携を
行い必要な支援プログラムについての理解を深
めて支援に取り組めるよう行う。

10
アセスメントを適切に行い、子どもと保護者のニーズや
課題を客観的に分析した上で、児童発達支援計画を作成
している

〇

障害児相談支援事業所等作成のサービス利用計画内容と当事
業所でのアセスメント内容で支援の必要となる事項を整理し
見立て、保護者様のご要望を踏まえた上で課題整理を行い、
個別の支援計画を作成している。

原則、職員全体で、ご利用者の情報と5領域の
総合的支援項目を踏まえた個別支援計画の原案
を元に協議共有化し、当該児童の療育支援がご
利用者の成長に繋がる、より望ましい個別支援
計画となるよう協議し計画を立てていく。
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児童発達支援事業所における自己評価結果（公表）



11
子どもの適応行動の状況を把握するために、標準化され
たアセスメントツールを使用している

〇

標準化されたアセスメントシートを使い、児童の発達過程や
発達に関する課題の有無、種別や程度、の理解に努めてい
る。

児童の年齢に合わせたアセスメントツールの使
用を継続し、支援プログラムの内容を構築させ
やすい内容への見直しと共有し継続させてい
く。

12

児童発達支援計画には、児童発達支援ガイドラインの
「児童発達支援の提供すべき支援」の「発達支援（本人
支援及び移行支援）」、「家族支援」、「地域支援」で
示す支援内容から子どもの支援に必要な項目が適切に選
択され、その上で、具体的な支援内容が設定されている

〇

児童の求めるニーズと発達支援の観点から見たニーズや保護
者のニーズに応じた事項を基本として、家族支援や幼稚園、
保育園等などの他施設との連携を取り入れ、ガイドラインに
即した、支援内容を設定している。

今後も、児童一人ひとりの発達段階や特性に応
じた具体的な支援内容の計画と家族支援や幼稚
園、保育園、他施設との連携を踏まえた支援を
継続させていく。

13 児童発達支援計画に沿った支援が行われている 〇

上記12の項目の通り、ガイドラインに即して、個別支援計
画の原案を作成し、担当者会議を経て個別支援計画の本案と
し、計画内容を保護者様にご了解いただいた上で、計画内容
に即した療育支援を実行している。

引き続き、原則6ヶ月を目安としての見直しで
進めているが、児童の成長に対して目標が伴わ
ない場合があるため、支援計画の推移と沿って
進んでいるかを直接支援の職員としっかりとコ
ンセンサス得て早期の見直しを加え、個別支援
計画作成から実施までの流れを遅滞なくすす
め、療育支援活動が円滑に進むようにしてい
く。

14 活動プログラムの立案をチームで行っている 〇

個別支援計画に基づき、個々の状況に応じた療育内容のリス
トアップを行い、専門的な観点、保護者のご要望等を踏ま
え、活動内容を決めている。また、支援活動の進捗状況等を
具体的な内容で記録を残し共有化して次回の支援に繋がるよ
うにしている。

継続してチームとして計画的に活動プログラム
の　「立案、共有化、実行、検証、検証を踏ま
えた実行」の流れを踏まえ、常にブラッシュ
アップしていく姿勢で取り組んでいく。

15 活動プログラムが固定化しないよう工夫している 〇

児童の多様性が多彩な成長へと繋がるように、個別療育と集
団療育の個々必要性のバランスを考えながら、専門的な知識
を加え、様々なパターンや継続性を想定して活動プログラム
を作っている。特に季節に関わる活動や行事等を適宜取り入
れ工夫している。

これまでの活動内容の良好な点や反省点を洗い
出し、加えて活動レパートリーを増すことも念
頭におき、より良い活動となるよう、計画的に
チームで案を出し合い、実施内容を共有化実行
することを継続させる。

16
子どもの状況に応じて、個別活動と集団活動を適宜組み
合わせて児童発達支援計画を作成している

〇

児童の特質や特性、発達課題、興味関心、生活環境や状況、
利用日の頻度、保護者様からのご要望等を確認し将来を見立
てて、個別療育と集団療育の個々必要性のバランスを考えな
がら、支援計画を作成している。

今後も個別支援計画作成までの流れを遅滞なく
進め、総合的支援の５領域を踏まえた療育支援
活動が円滑に進むようにしていく。

17
支援開始前には職員間で必ず打合せをし、その日行われ
る支援の内容や役割分担について確認している

〇

事前に担当者が週単位で支援日案を作成し、毎日行う「支援
ミーティング」にて、当日の支援内容、支援時間、待機時
間、新たな共有事項等の確認に欠かさずに行っている。

今後も継続し、当日の業務全般がスムーズに運
べるように「支援ミーティング」を運営してい
く。

18
支援終了後には、職員間で必ず打合せをし、その日行わ
れた支援の振り返りを行い､気付いた点等を共有してい
る

〇

療育支援システムのケア記録、サービス提供記録の記載事項
を元に、支援終了後、支援の状況や必要な確認事項や次回支
援に必要な情報を共有化し、支援全般に関わることはHUG
の業務日報と対応ポイントは別途一覧に取りまとめ、翌日の
「支援ミーティング」での確認事項としている。

継続性のある支援と児童の成長度合いをポイン
トにケア記録の内容を具体的な表現で記入、内
容を共有し、支援内容の平準化に結びつけ、そ
の後の支援内容に繋がる工夫をしている。

19
日々の支援に関して記録をとることを徹底し、支援の検
証・改善につなげている

〇

療育支援システムのケア記録に支援のテーマ、教材、取り組
んだ内容とその進捗等を具体的に記入し、次回の支援対応や
内容に繋がるようにしている。

今後も、具体的で明確な記録を残し、支援の平
準化と継続的な支援に繋がるようにしていく。

20
定期的にモニタリングを行い、児童発達支援計画の見直
しの必要性を判断している

〇

最低６ヶ月以内での個別支援計画の見直すことを基本に、当
該児童の短期、長期目標の達成状況や発達段階を見ながら、
家族支援や他施設との連携を踏まえて、モニタリングを行
い、必要な個別支援計画の見直しを行っている。

日々の支援進捗状況を見ながら、適宜制のある
モニタリングを継続させる。

21
障害児相談支援事業所のサービス担当者会議にその子ど
もの状況に精通した最もふさわしい者が参画している

〇

管理者兼児童発達管理責任者が参画している。 今後は管理者兼児童発達支援管理責任者と常勤
職員のリーダー担当者も参画することを継続さ
せる。

22
母子保健や子ども・子育て支援等の関係者や関係機関と
連携した支援を行っている

〇

久喜市自立支援協議会、久喜市基幹相談支援センター、こど
も未来課等との連携し、関係ご家庭の状況に応じた情報の共
有を行い、支援活動に反映させている。

引き続き、定期的な関係機関との連携を強める
ことでより良いサービス提供に努めていく。

23

（医療的ケアが必要な子どもや重症心身障がいのある子
ども等を支援している場合）
地域の保健、医療、障害福祉、保育、教育等の関係機関
と連携した支援を行っている

※重心・医ケア児の受け入れ不可施設のため未評価 ※重心・医ケア児の受け入れ不可施設のため未
評価

24
（医療的ケアが必要な子どもや重症心身障がいのある子
ども等を支援している場合）
子どもの主治医や協力医療機関等と連絡体制を整えてい

※重心・医ケア児の受け入れ不可施設のため未評価 ※重心・医ケア児の受け入れ不可施設のため未
評価

25
移行支援として、保育所や認定こども園、幼稚園、特別
支援学校（幼稚部）等との間で、支援内容等の情報共有
と相互理解を図っている

〇

親御様よりご希望がある場合に関係機関連携の加算にて直接
訪問し、情報の共有や今後の課題についての取り組み等を話
している。

継続にて希望を頂いている児童のニーズも高い
為、園に直接訪問や電話にて情報共有し行って
いく。

26
移行支援として、小学校や特別支援学校（小学部）との
間で、支援内容等の情報共有と相互理解を図っている

〇

親御さんのご了解を経て、新たに入学する学校へ児童連絡票
を基に、これまでの支援内容等の共有を行った。

引き続き、児童連絡票を提供する情報共有する
学校を広めて相互理解を深め、その後の定期的
な情報交換視野に入れて療育支援の充実を進め
る。
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27
他の児童発達支援センターや児童発達支援事業所、発達
障害者支援センター等の専門機関と連携し、助言や研修
を受けている

〇

相談支援事業所や他事業所と連携をしながら事業所としてで
きることの助言や情報をいただいている。

今後も児童たちの療育支援の内容をより充実向
上させるため、関係機関が主催する研修やご助
言をいただける場合は積極的に参加することを
継続させていく。

28
保育所や認定こども園、幼稚園等との交流や、障がいの
ない子どもと活動する機会がある

〇

未実施。 引き続き、インクルージョンの観点から、交流
が深めらるよう外部の施設や事業所内で開催で
きるイベントの計画立て進めて行く。

29
（自立支援）協議会子ども部会や地域の子ども・子育て
会議等へ積極的に参加している

〇

久喜市自立支援協議会こども部会が主催する、情報共有・意
見交換会、教育と福祉の連携研修、障がい者虐待防止・権利
擁護研修に複数名参加し、事業所内の伝達研修を経て研修内
容を事業所職員と共有化し、その後の療育支援に生かしてい
る。

引き続き、自立支援協議会等の会議、研修には
積極的に参加し、地域に根差した療育支援活動
や事業所ごとに抱えている課題の解決に繋げて
いく。

30
日頃から子どもの状況を保護者と伝え合い、子どもの発
達の状況や課題について共通理解を持っている

〇

送迎時や療育支援システムの保護者と連絡できるツールを使
用し、日頃から児童の様子や困りについて話せる機会を作っ
ている。保護者様のお考えやご家庭での様子での新たな課題
を踏まえ、介入方法や汎化の視点を一緒に共有している。

引き続き、情報共有の中でご希望があれば相談
支援を定期的に行い話しやすい環境を設定して
いく。また、親御様のニーズがあれば園や他療
育との連携も行い児童に関する情報をキャッチ
していく。

31
保護者の対応力の向上を図る観点から、保護者に対して
家族支援プログラム（ペアレント･トレーニング等）の
支援を行っている

〇

利用児童の保護者様に対して、令和6年5月～、月1～2回の
ペースで定期開催してペアレントトレーニングに取り組んで
いる。

引き続き、ペアレント・トレーニングの目的等
を理解していただき参加しやすい環境をつくり
実施をしていく。

32
運営規程、利用者負担等について丁寧な説明を行ってい
る

〇
契約時に書面にて、丁寧に説明し、疑問点や不明点について
もご質問いただけるような体制で進めている。

引き続き、これまでの説明体制を継続してい
く。

33

児童発達支援ガイドラインの「児童発達支援の提供すべ
き支援」のねらい及び支援内容と、これに基づき作成さ
れた「児童発達支援計画」を示しながら支援内容の説明
を行い、保護者から児童発達支援計画の同意を得ている

〇

5領域に沿った支援計画の項目、総合的な支援方針、目標と
その達成期間、これからの生活を豊かに過ごせるようになる
ための課題、支援の具体的な内容、また、支援を提供する上
での留意点等を記載してある旨を説明し、指導員や保育士、
また、専門性のある職員からの支援体制で進めることをお伝
えして、同意を得ている。

引き続き、これまでの説明体制を継続してい
く。

34
定期的に、保護者からの子育ての悩み等に対する相談に
適切に応じ、必要な助言と支援を行っている

〇

児童の支援状況やご家族の状況に応じて、定期的な面談や送
迎時の聞き取りにて行っている。親御様よりご希望がある場
合には定期的に事業所内相談支援を行っている。

今後もこれまでの体制継続させ、ご利用者の安
心に繋がる相談体制を行っていく。
相談支援のサービスを利用しやすいようなフ
ローも構築していく。

35
父母の会の活動を支援したり、保護者会等を開催する等
により、保護者同士の連携を支援している

〇

ペアトレの開催時に、保護者同士で話ができる場を設けてお
り話しやすい環境の設定を行った。

来期に関しては、ペアトレ以外にも座談会等を
検討し、保護者様同士の繋がりがしやす環境を
設定していく。

36
子どもや保護者からの相談や申入れについて、対応の体
制を整備するとともに、子どもや保護者に周知し、相談
や申入れがあった場合に迅速かつ適切に対応している

〇

相談や申し入れの際には、常に傾聴する体制を持ち、改善修
正すべき点は速やかに対応し必要な周知を行っている。

常に利用者側の目線を持ち、迅速な、また、必
要に応じて定期的な対応を継続させる。

37
定期的に会報等を発行し、活動概要や行事予定、連絡体
制等の情報を子どもや保護者に対して発信している

〇

療育支援システムの活動記録機能を使用し、集団療育プログ
ラムの紹介や特別プログラムの案内を行っている。また、利
用者向け通信ブログでは児童たちの取り組みを定期的に発信
している。

引き続き、これまでの発信媒体を継続させ、事
業所の取り組み内容にご理解を深めていただけ
るよう取り組んでいく。

38 個人情報の取扱いに十分注意している 〇

個人情報については児童保護者と個人情報使用同意書を取り
交わし、取り扱う個人情報について限定し、個人情報保護法
の基、事業全体が守秘義務を厳守して対応している。なお、
個人情報に関わる書面等は鍵付きの書庫で保管している。

今後も現体制を継続していく。

39
障がいのある子どもや保護者との意思の疎通や情報伝達
のための配慮をしている

〇

児童の視覚優位、聴覚優位、また、過敏等それぞれの発達特
性に合わせて、目線の高さやアイコンタクト留意しながら、
プロンプトの出すタイミングや介入の方法を職員管で共有し
児童に合わせた対応を行っている。

職員は常に児童の特性理解に務め、研鑽を重
ね、伝わりやすい意思疎通の仕方やコミュニ
ケーション方法を身に着け実践していく。

40
事業所の行事に地域住民を招待する等地域に開かれた事
業運営を図っている

〇

感染予防や等を踏まえ、今年度も未実施であった。来期は地
元のご利用者保護者、商業施設、関係団体からの協力も得な
がら懇親会等の実施を模索、計画している。

引き続き、計画をもとに実施する方向で進めて
いく。
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41
緊急時対応マニュアル、防犯マニュアル、感染症対応マ
ニュアル等を策定し、職員や保護者に周知するととも
に、発生を想定した訓練を実施している

〇

防災、防犯、感染症対応マニュアルについては策定し、職員
への周知徹底、委員会の結成、研修実施等を行っている。業
務継続計画(BCP)の策定が完了しており、有事の際にはその
計画にしたがって、より計画的な業務遂行が継続できるよう
にしている。

引き続き、有事の際に、教室の実態に即した対
応ができように見直し改定等を行い運用してい
く。その内容は職員に十分な周知を行い、職員
が有事の際に活用できることを徹底するため
に、定期的訓練を実施する。加えて改定等行っ
た内容は児童保護者に周知する。

42
非常災害の発生に備え、定期的に避難、救出その他必要
な訓練を行っている

〇

災害有事を想定し、避難訓練を月1回定期的に行っている。
定期的な緊急時の持ち出し用の備蓄確認や通報等の手順を研
修等でフローを確認している。

避難訓練を月１回集団のプログラムに取りいれ
て実施していく。また職員だけの避難訓練につ
いても有事の際に起こりえる事を想定し、消防
署等で消火時の対応等を体験できる計画を行っ
ていく

43
事前に、服薬や予防接種、てんかん発作等のこどもの状
況を確認している

〇

定期的なアセスメント時、利用児童契約時に親御様に確認を
行っている。服薬、発症対応等についての対応方法を確認
し、ミーティング時や研修等で定期的に確認を行っている。

メディカル面についいては、児童の成長と共に
状態が変化していく事項があるので、保護者の
方々には新たな状態となった場合は必ずご連絡
をいただけるようお伝えしている。

44
食物アレルギーのある子どもについて、医師の指示書に
基づく対応がされている

〇

契約時や変更があった時に、書類としてご記入をいただき職
員で情報の共有を行っている。指導で使用する教材や昼食時
等の場面では全員が安全に使える物を使用し実施をしてい
る。

児童の成長と共に状態が変化していく事項があ
るので、保護者の方々には定期的に確認を行っ
ていく。必要に応じてはエピペン等の研修も実
施をしていく。

45 ヒヤリハット事例集を作成して事業所内で共有している 〇

児童が安心・安全な療育を受けらる為に重要な観点と捉え、
事故に繋がる予測が起こりえたことの内容を書式に残し、即
日に改善案等をミーティングで共有する流れで行っている。

引き続き、事案が発生した場合は速やかに記録
に残し未然防止と共有化に務める。

46
虐待を防止するため、職員の研修機会を確保する等、適
切な対応をしている

〇

児童の定義やどのような介入が虐待にあたるのかを研修や
日々のミーティングで確認し、職員の認識を常に高い状態で
対応をしている。また委員会形式で取り組み、定期的な研
修、チェックシートにての振り返り等を実施し防止に務めて
いる。

今後も継続して研修や定期的なチェックシート
で情報を確認しながら、風通しの良い職場作り
に務め、虐待防止に繋げていく。

47
どのような場合にやむを得ず身体拘束を行うかについ
て、組織的に決定し、子どもや保護者に事前に十分に説
明し了解を得た上で、児童発達支援計画に記載している

〇

お子様の安全を守る為の一時的な身体介入は契約時に保護者
様にお伝えし,ご同意いただいてから個別支援計画必ず記入
してから行っています。また、身体介入があった際には当日
中に保護者様へ降所時等にお伝えし、身体介入以外での方法
を朝礼や研修でブラッシュアップし対応している。

突発的な動きから一時的に介入を入る場合があ
る為、事前の環境設定をどの職員もできるよう
引き続き研修等を行って確立していく。
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